
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■関連資料■ 

◎『初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン』 文部科学省  令和 6年 

◎『沖縄県教育情報化推進計画（令和４年〜令和８年）』  沖縄県教育委員会 令和４年 

◎『「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す， 

個別最適な学びと，協働的な学びの実現（答申）』  中央教育審議会  令和 3年 

◎『学習の基盤となる資質・能力としての情報活用能力の育成』  文部科学省  令和元年 

◎『小（中）学校学習指導要領（平成29年告示）』   文部科学省  平成29年 

20 情報教育の充実 （小・中） 

－ 情報活用能力の育成と情報モラル指導の充実 － 

① 校内教育情報化推進委員会の機能化を図り，校内情報化推進計画の見直しなど，ICT環境整備を一層推進 

する。 

② 教職員の ICT活用指導力の向上を図るため，情報教育に係る校内研修を充実させる。 

③ 情報モラル教育については，情報教育の年間指導計画に位置付け，各学校の実態や児童生徒の 

発達段階に応じた指導計画を作成し，系統的・継続的に指導する。 

(1) 学校教育全体を通した情報教育の取組の充実 

○GIGAスクール構想のもと

ICT環境の整備 

●児童生徒の情報活用能力の

育成へ重点移行 

◇教職員のＩＣＴ活用指導力の

向上と情報活用能力を計画

的に育成する体制の推進 

ここがポイント（取組の重点） 

① 情報活用能力を育成するため，児童生徒に身に付けさせたい資質・能力の３つの柱に沿って達成目標（発達

の段階に応じた目標：情報活用能力の体系表等）を設定し，全校体制での取組を充実させる。 

② 学習指導要領に基づいた児童生徒の資質・能力の育成に向けて，ICT環境を最大限活用し， 

これまで以上に「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実し，主体的・対話的で 

深い学びの実現に向けた指導方法の工夫・改善の取組を充実させる。 

(2) 指導内容や指導方法の取組の充実 

① 各教科等の特質に応じて，児童生徒が１人 1台端末を効果的に活用しながら，情報の収集， 

整理・分析，まとめ・表現等を行う学習活動を年間指導計画に位置付け，計画的に実施する。 

生成 AI を利活用する場面では、出力した情報を，リスクや概念を踏まえた上で，最後には 

児童生徒自身が判断し，責任を持つことの重要性を指導する。 

② 小学校において，児童がプログラミングを体験しながら，コンピュータに意図した処理を行わせるために必要 

な論理的思考力を身に付けるための学習活動を，計画的に実施する。 

(3) 各教科等の特質に応じた学習活動の計画的な実施 

高度情報通信ネットワーク社会においては，児童生徒がコンピュータや 

インターネットを活用し情報化社会に主体的に対応できる「情報活用能力」

の育成と情報モラルに関する指導の充実が重要である。学校においては，ICT

の活用や情報モラルの指導のための校内研修を充実させ，情報を適切に活用

する基礎的な能力等を系統的に育成する必要がある。 

① 有害情報や SNS・メール等での誹謗・中傷など，情報化の「負」の側面への対応や個人情報の 

保護等について教職員自ら理解を深め，情報モラルに関する指導への取組の充実を図る。 

② インターネットやスマートフォン等を介した事件事故を未然防止するため，ネット社会に潜む危険性に気付かせ

るとともに，不適切な情報に的確に対応できる判断力や危険を回避する態度を育成する取組の充実を図る。 

(4) 情報モラル指導や情報安全管理の取組の充実 
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２ 学 習 指 導 の 工 夫 ・ 改 善 ・ 充 実       （小・中学校） 

－ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた指導体制や指導方法の確立 － 

 

将来の予測が難しい社会において，情報を主体的に捉えながら，何が重要か

を主体的に考え，見いだした情報を活用しながら他者と協議し，新たな価値の

創造に挑んでいくためには，情報活用能力（情報モラル等を含む）の育成が重

要となる。また，各教科等の目標を達成するために教科指導における効果的な

ICT 活用を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

■関連資料■ 

◎『初等中等教育段階における生成ＡＩの利活用に関するガイドライン』 文部科学省  令和６年 

◎『沖縄県教育情報化推進計画（令和４年〜令和８年）』  沖縄県教育委員会 令和４年 

◎『「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す， 

個別最適な学びと，協働的な学びの実現（答申） 』  中央教育審議会  令和 3年 

◎『教育の情報化に関する手引−追補版−』    文部科学省  令和２年 
◎『高等学校学習指導要領解説 総則編』    文部科学省  平成30年 

20 情報教育の充実 （高等学校） 

－ 学習の基盤となる資質・能力である情報活用能力の育成 － 

① 個別最適な学びと協働的な学びの実現を図るとともに，高等学校段階に期待される「情報活用能力」の育成

を目指し，学校全体としての体系的な情報教育を推進する。 

② 学校や生徒の実態等に応じたカリキュラムを編成し，情報教育の内容の充実に努める。 

③ 1人 1台端末環境等教育用コンピュータや周辺機器，ソフトウェアや情報通信ネットワークの整備に努める。 

④ 教職員の ICT活用指導力を育成するため，各種の教員研修への参加促進，県立総合教育センターでの

ICTを活用した効果的な指導方法や情報モラル・デジタルシティズンシップ，情報セキュリティの研修，校内研修

の充実を図る。 

(1) 情報教育の体系的な推進を図る 

① 各教科・科目等の指導に当たっては，生徒が情報モラルを身に付け，コンピュータや情報通信ネットワークなど

の情報手段を適切かつ実践的，主体的に活用できるように学習活動の充実に努めるとともに，あらゆる機会を通

して情報活用能力の育成を図るため，計画的に生徒の ICT活用を促進する。 

② 1 人 1 台端末とクラウドサービスを効果的に活用し,生徒が ICT 及び生成 AI を活用して学ぶ場面を効果的

に授業に取り入れることにより，「わかる授業」「個別最適な学び」「協働的な学び」を実践し，確かな学力の定

着を図る。 

③ 基礎的・基本的な知識・技能の習得及びそれらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等

を育成するために，各教科の学習活動において ICTを適切かつ実践的，主体的に活用する。 

④ 情報通信ネットワークを活用し，学校間及び学校と家庭や地域社会との連携等を図るとともに，交流，協働学

習などを通した特色ある教育活動の展開に努める。 

⑤ 生成AIの活用においては，文部科学省のガイドラインを参考にリスクや懸念の対策を講じて利用する。 

(2) 教科指導におけるICT及び生成AI活用の推進を図る 

① 学校教育において，情報モラル教育・デジタルシティズンシップの育成に体系的に取り組む。 

② 教員が，情報や情報技術の特性についての理解に基づいて，関連する法令の知識や問題が起きた場合の対

処について学び，教員間でそれらの情報の共有に努めることで，情報モラル教育・デジタルシティズンシップの

育成を充実させる。 

③ 情報モラル教育において，家庭や地域との連携を図るために，校内での組織・体制づくりを促進する。 

(3) 情報モラル教育の充実に努める 

 

●急速な情報化により，情報

活用能力育成が急務 

◇総合教育センターの研修の

充実と，研修への参加促進 

ここがポイント（取組の重点） 
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特別支援学校において情報機器やソフトウェアなどの ICT は，障害による

困難を軽減・克服するための支援機器としての利用，楽しく効果的な教材教具

としての利用，社会参加の手だてとしての利用があり，必要不可欠なものとな

っている。そのため学校においては，児童生徒の障害の状態や学習の目標に応

じた ICT（情報通信技術），生成 AI 等の活用を推進し，学習の効果を高める

とともに，自立と社会参加に向けた児童生徒の情報活用能力を育成する必要

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■関連資料■ 

◎『初等中等教育段階における生成ＡＩの利活用に関するガイドライン』 文部科学省  令和６年 

◎『沖縄県教育情報化推進計画（令和４年〜令和８年）』  沖縄県教育委員会 令和４年 

◎『新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議報告』 文部科学省  令和３年 

◎『教育の情報化に関する手引−追補版−』    文部科学省  令和２年 

◎『特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編』（幼小中） 文部科学省  平成30年 

◎『特別支援学校 小学部・中学部学習指導要領』   文部科学省  平成29年 

20 情報教育の充実  （特別支援学校） 
－ コンピュータ等の支援機器の活用 － 

① 情報化推進計画と関連させて,自立活動，教科等の学習をはじめとするすべての学習で，児童生徒が障害の状態を

改善・克服し自己実現をめざすために，必要に応じて障害の特性に応じた ICTの活用を工夫する。 

② 児童生徒の学習に興味関心を喚起し，「わかる授業」を実現するための情報通信技術の活用を工夫する。 

③ 個に応じた情報社会への参加により，自立と社会参加の基盤となる「生きる力」が培われるよう工夫する。 

(1) 情報化推進計画の特性に応じた ICT 活用の位置づけを図る 

① 個に応じた情報通信技術の活用方法を工夫するとともに，活用にむけた通信環境を整備する。 

② 発達や障害の状態に応じて支援機器を活用するなど，個別の教育的ニーズに応じた指導計画を立案する。 

③ ICTを活用して，自立活動・各教科等の学習および体験学習を関連させた指導の工夫をする。 

④ 教科「情報」および「総合的な学習（探究）の時間」において，情報活用能力の育成を目指した授業を展開してい

く際には，障害の特性や社会経験等を考慮して，情報通信技術が適切に活用されるよう工夫する。 

(2) 児童生徒の情報活用能力の育成を図る 

① 校内研修の充実に努めるとともに，県立総合教育センター等と連携を図り，児童生徒の実態に即した教材の

開発，活用及び情報通信技術環境の充実に努める。 

② 教員がネットワークの特性及びウェブサイトの危険性を知るとともに，関連する法令の知識や問題が起きた場合の

対処について学び，職員間でそれらの情報の共有に努めることで，情報モラル教育を充実させる。 

③ 情報モラル教育において，家庭や地域との連携を図るために，校内での組織・体制づくりを促進する。 

④ 生成AIの活用においては，文部科学省のガイドラインを参考にリスクや懸念の対策を講じて利用する。 

(3) 教師の情報活用能力を高める 

 

●個々のニーズに応じた ICT

の活用と学習効果の向上 

◇全ての学習において障害に

応じた支援機器の活用の

工夫を図る。 

ここがポイント（取組の重点） 
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